
桐
生
市
職
員
・

消
防
職
員
採
用
試
験

平成28年

４月１日採用

申
し
込
み
は
７
月
15
日（
水
）か
ら
24
日（
金
）ま
で

対
す
る
第
２
次
試
験
は
10
月
下
旬
、

第
２
次
試
験
合
格
者
に
対
す
る
第

３
次
試
験
は
11
月
中
旬
の
予
定
で

す
。

申
し
込
み
＝
７
月
15
日
（
水
）
か

ら
24
日
（
金
）
ま
で
（
土
、
日
、

祝
日
を
除
く
）
の
午
前
８
時
30
分

か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
に
消
防

本
部
３
階
の
総
務
課
へ
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

　
試
験
案
内
と
申
込
用
紙
は
、
市

役
所
１
階
の
総
合
案
内
所
の
ほ
か
、

新
里
・
黒
保
根
支
所
、
各
公
民
館
、

桐
生
・
桐
生
み
ど
り
消
防
署
、
各

消
防
分
署
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

有
り
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
消
防
本
部
総

務
課
庶
務
係（
☎
47
１
７
０
１
）へ
。

第
２
次
試
験
合
格
者
に
対
す
る
第

３
次
試
験
は
11
月
下
旬
の
予
定
で

す
。

申
し
込
み
＝
７
月
15
日
（
水
）
か

ら
24
日
（
金
）
ま
で
（
土
、
日
、

祝
日
を
除
く
）
の
午
前
８
時
30
分

か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
に
人
事

課
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
試
験
案
内
と
申
込
用
紙
は
、
市

役
所
１
階
の
総
合
案
内
所
の
ほ
か
、

新
里
・
黒
保
根
支
所
、
各
公
民
館
、

桐
生
・
桐
生
み
ど
り
消
防
署
、
各

消
防
分
署
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

有
り
ま
す
。

桐
生
市
消
防
職
員
採
用

初
級
試
験

試
験
期
日
＝
９
月
20
日
（
日
）

場
所
＝
消
防
本
部

職
種
＝
初
級
消
防

試
験
内
容
＝
高
校
卒
業
程
度
の
教

養
試
験
、
作
文
、
体
力
試
験

対
象
＝
平
成
４
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
10
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
。
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
大
学
卒
業
（
見
込
み
を

含
む
）
の
人
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

採
用
予
定
人
数
＝
若
干
人

そ
の
他
＝
第
１
次
試
験
合
格
者
に

桐
生
市
職
員
採
用
試
験

（
社
会
福
祉
・
初
級
事
務
・

初
級
土
木
）

試
験
期
日
＝
９
月
20
日
（
日
）

場
所
＝
市
役
所

職
種
と
試
験
内
容

▼
社
会
福
祉
＝
大
学
卒
業
程
度
の

教
養
試
験
、
専
門
試
験
、
作
文

▼
初
級
事
務
＝
高
校
卒
業
程
度
の

教
養
試
験
、
作
文

▼
初
級
土
木
＝
高
校
卒
業
程
度
の

教
養
試
験
、
専
門
試
験
、
作
文

対
象

▼
社
会
福
祉
＝
昭
和
56
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
５
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人
で
、
社
会
福
祉
士
、

精
神
保
健
福
祉
士
の
う
ち
、
い
ず

れ
か
の
登
録
を
し
て
い
る
人
又
は

主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
を
修

了
し
た
人
。

▼
初
級
事
務
・
初
級
土
木
＝
平
成

４
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
10
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
。
た

だ
し
、
大
学
卒
業
及
び
卒
業
見
込

み
の
人
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

採
用
予
定
人
数
＝
各
若
干
人

そ
の
他
＝
第
１
次
試
験
合
格
者
に

対
す
る
第
２
次
試
験
は
11
月
上
旬
、

時
間
＝
午
前
９
時
30
分
か
ら

場
所
＝
特
別
会
議
室（
市
役
所
３
階
）

協
議
事
項
＝
①
総
合
教
育
会
議
運

営
要
綱（
案
）な
ど
に
つ
い
て
、②

教
育
行
政
の
大
綱
に
つ
い
て

　
傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
会
議
開

始
の
15
分
前
（
午
前
９
時
15
分
）

ま
で
に
会
場
で
受
け
付
け
を
済
ま

せ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
会
議

の
内
容
に
よ
っ
て
は
非
公
開
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
希

望
者
多
数
の
場
合
は
、
入
場
を
制

限
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
企
画
課
企
画

係
（
☎
内
線
５
２
４
）
へ
。

　
４
月
に
「
地
方
教
育
行
政
の
組

織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
」
が

改
正
さ
れ
、
全
て
の
地
方
公
共
団

体
に
首
長
と
教
育
委
員
会
で
構
成

す
る
「
総
合
教
育
会
議
」
が
設
置

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
総
合
教
育
会
議
は
原
則
公
開
で
、

教
育
行
政
の
大
綱
の
策
定
、
教
育

条
件
の
整
備
な
ど
重
点
的
に
講
ず

べ
き
施
策
、
緊
急
の
場
合
に
講
ず

べ
き
措
置
な
ど
に
つ
い
て
協
議
・

調
整
を
行
い
ま
す
。

　
第
１
回
桐
生
市
総
合
教
育
会
議

の
開
催
は
次
の
と
お
り
で
す
。

期
日
＝
７
月
８
日
（
水
）

桐
生
市
総
合
教
育
会
議
を
開
催
し
ま
す

　
桐
生
市
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー「
キ
ノ
ピ
ー
」の
着
ぐ
る
み

を
市
内
の
団
体
に
よ
る
行
事
や
市

の
イ
メ
ー
ジ
向
上
に
つ
な
が
る
イ

ベ
ン
ト
な
ど
に
貸
し
出
し
ま
す
。

申
し
込
み
＝
貸
出
希
望
日
の
６
か

月
前
か
ら
10
日
前
ま
で
に
必
要
事

項
を
記
入
し
た
申
込
書
を
市
役
所

２
階
の
情
報
政
策
課
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
用
紙
は
、情
報

政
策
課
の
ほ
か
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
有
り
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、情
報
政
策
課

情
報
発
信
係（
☎
内
線
５
０
７
）

へ
。 キ

ノ
ピ
ー
貸
し
出
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料

　
国
民
年
金
に
は
、
所
得
が
少
な

く
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度

と
、
保
険
料
が
猶
予
さ
れ
る
若
年

者
納
付
猶
予
制
度
（
30
歳
未
満
の

人
が
対
象
）
が
あ
り
ま
す
。

　
申
請
を
す
る
と
本
人
・
配
偶
者

及
び
世
帯
主
（
若
年
者
納
付
猶
予

は
世
帯
主
を
除
く
）
の
前
年
の
所

得
を
審
査
し
、
承
認
さ
れ
る
と
保

険
料
の
全
額
か
ら
４
分
の
１
ま
で

段
階
的
に
免
除
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
若
年
者
納
付
猶
予
で
は
全
額

の
納
付
を
猶
予
し
ま
す
。

　
保
険
料
の
免
除
又
は
若
年
者
納

付
猶
予
の
申
請
は
原
則
と
し
て
毎

年
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
全
額
免

除
及
び
若
年
者
納
付
猶
予
は
、
失

業
な
ど
の
理
由
を
除
き
翌
年
度
以

降
分
も
継
続
申
請
が
で
き
ま
す
。

　
前
年
度
に
継
続
申
請
を
し
て
い

る
人
を
除
き
、
保
険
料
免
除
又
は

若
年
者
納
付
猶
予
の
承
認
期
間
は

６
月
で
終
了
し
て
い
ま
す
。
引
き

続
き
免
除
な
ど
を
希
望
す
る
場
合

は
、
市
役
所
１
階
の
市
民
課
又
は

両
支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、市
民
課
年
金

係（
☎
内
線
２
７
３
）又
は
桐
生

年
金
事
務
所（
☎
44
２
３
１
２
）へ
。

免
除
申
請
は

毎
年
必
要
で
す
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空
家
特
措
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た

　
平
成
26
年
11
月
27
日
に
公
布
さ

れ
、
一
部
施
行
と
な
っ
て
い
た
空

家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
空
家
特
措
法
）
が
５
月

26
日
に
完
全
施
行
と
な
り
ま
し
た
。

　
空
き
家
は
、
所
有
者
や
相
続
人

な
ど
が
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
も
の
で
す
が
、
長
い
間

放
置
さ
れ
、
防
災
、
衛
生
、
景
観

な
ど
の
面
で
周
辺
住
民
の
生
活
環

境
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
空
き

家
が
全
国
的
に
も
増
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
法
律
は
、
適
切
に
管
理
さ

れ
て
い
な
い
「
空
家
等
（
建
物
又

は
こ
れ
に
附
属
す
る
工
作
物
で

あ
っ
て
居
住
そ
の
他
の
使
用
が
な

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
常
態
で
あ

る
も
の
及
び
そ
の
敷
地
を
い
う
）」

が
も
た
ら
す
様
々
な
問
題
か
ら
、

地
域
住
民
の
生
命
、
身
体
又
は
財

産
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
生
活

環
境
の
保
全
を
図
り
、
あ
わ
せ
て

空
家
等
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と

を
目
的
に
作
ら
れ
ま
し
た
。

　
市
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
き
空

家
等
の
調
査
を
実
施
し
、
適
切
に

管
理
さ
れ
て
い
な
い
空
家
等
に
対

し
て
は
、
そ
の
所
有
者
や
相
続
人

な
ど
に
、
情
報
の
提
供
や
助
言
を

行
い
ま
す
。
ま
た
、
①
そ
の
ま
ま

放
置
す
る
と
倒
壊
の
危
険
が
あ
る

②
著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
③
著
し
く
景
観
を
損

な
っ
て
い
る
④
周
辺
の
生
活
環
境

の
保
全
を
図
る
た
め
に
放
置
す
る

こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
な
ど
―

「
特
定
空
家
等
」
の
状
態
に
あ
る

と
認
め
た
場
合
、
除
却
、
修
繕
、

立
木
竹
の
伐
採
等
の
措
置
の
助
言

又
は
指
導
、
勧
告
、
命
令
を
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　
市
が
当
該
特
定
空
家
等
の
状
態

を
改
善
す
る
よ
う
勧
告
を
し
た
場

合
に
は
所
有
者
又
は
納
税
義
務
者

は
「
住
宅
用
地
に
対
す
る
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
」
に
よ

る
最
大
６
分
の
１
の
減
免
措
置
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
当
該
特
定

空
家
等
の
敷
地
に
か
か
る
固
定
資

産
税
が
大
幅
に
増
え
た
り
、
今
ま

で
課
税
が
な
か
っ
た
も
の
が
課
税

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
法
律
は
命
令
に
違

反
し
た
人
に
は
50
万
円
以
下
、
立

入
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌

避
し
た
人
に
は
20
万
円
以
下
の
過

料
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　
市
は
４
月
か
ら
空
き
家
に
関
す

る
相
談
の
窓
口
を
一
本
化
し
、市
民

の
皆
さ
ん
の
不
安
や
不
快
の
解
消

に
向
け
て
対
策
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
空
き
家
対
策

室
対
策
係
（
☎
内
線
７
３
６
）
へ
。

　良好な景観形成のための総合的な
指針となる、景観計画などの原案が
まとまりましたので、次のとおり説
明会を行います。
＜住民対象の説明会＞
▶７月15日（水）午後７時から
場所＝新里総合センター３階第一会
議室
▶７月16日（木）午後７時から
場所＝市役所６階605会議室
▶７月23日（木）午後７時から
場所＝黒保根支所２階
＜事業者対象の説明会＞
▶７月22日（水）午後７時から
場所＝市役所６階605会議室
対象＝建築物、工作物、広告物など
の建築業者や設計業者、不動産業者、
電気・通信事業者などの景観形成に
関係する事業者
※当日、参加できない事業者は住民
対象の説明会に参加できます。
　問い合わせは、都市計画課計画係
（☎内線744）へ。

景観計画等の説明会

都
市
計
画
が
決
定
し
ま
し
た

　
東
毛
広
域
都
市
計
画
圏
都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全

の
方
針
（
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
）
の
変
更
、
市
街
化
編
入
、
用

途
地
域
の
変
更
に
つ
い
て
５
月
22

日
に
下
表
の
と
お
り
都
市
計
画
決

定
し
ま
し
た
。

　
関
係
書
類
は
、
市
役
所
５
階
の

都
市
計
画
課
で
縦
覧
し
て
い
ま
す
。

※
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
市
街

化
編
入
は
、
県
都
市
計
画
課
及
び

桐
生
土
木
事
務
所
で
も
縦
覧
で
き

ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
県
都
市
計

画
課
（
☎
０
２
７
‐
２
２
６
‐

３
６
５
６
）
又
は
桐
生
土
木
事
務

所
（
☎
53
０
１
２
１
）
へ
。
た
だ

し
、
用
途
地
域
の
変
更
に
つ
い
て

は
、
都
市
計
画
課
計
画
係
（
☎
内

線
７
４
４
）
へ
。

市街化区域に編入した地区

地区 編入後の用途地域
（面積）

広沢南
公園

第一種低層住居専
用地域（8.9ha)
第一種住居地域
（2.4ha）

堤町
二丁目

第一種住居地域
（0.5ha）

用途地域を変更した地区

地区 変更前の用途
地域

変更後の用途
地域（面積）

相生町
五丁目

第一種低層住居
専用地域

第一種住居地
域（7.8ha）

第一種中高層住
居専用地域

広沢神明
第一種低層住居
専用地域

近隣商業地域
（4.8ha）

第一種住居地域

　市内で社会福祉事業を営む団体の
平成28年度における施設・設備・備
品整備や事業経費などに対し、共同
募金から助成を行います。なお、助
成には上限金額などがあります。
対象＝保育園、放課後児童クラブ、
地域活動支援センターを経営・運営
する法人・団体、市内で活動するＮ
ＰＯ法人など
申し込み＝７月１日（水）から８月
20日（木）までに、申請書に必要書類
を添えて直接又は郵送で桐生市社会
福祉協議会（〒376‐0006新宿三丁
目３‐19）へ提出してください。
　申請用紙は桐生市社会福祉協議会
のほか、同協議会ホームページにも
有ります。
　問い合わせは、群馬県共同募金会
桐生市支会（桐生市社会福祉協議会
内、☎46‐ 4165）へ。

共同募金の配分申請を
受け付けます

　
国
民
年
金
に
は
、
所
得
が
少
な

く
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度

と
、
保
険
料
が
猶
予
さ
れ
る
若
年

者
納
付
猶
予
制
度
（
30
歳
未
満
の

人
が
対
象
）
が
あ
り
ま
す
。

　
申
請
を
す
る
と
本
人
・
配
偶
者

及
び
世
帯
主
（
若
年
者
納
付
猶
予

は
世
帯
主
を
除
く
）
の
前
年
の
所

得
を
審
査
し
、
承
認
さ
れ
る
と
保

険
料
の
全
額
か
ら
４
分
の
１
ま
で

段
階
的
に
免
除
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
若
年
者
納
付
猶
予
で
は
全
額

の
納
付
を
猶
予
し
ま
す
。

　
保
険
料
の
免
除
又
は
若
年
者
納

付
猶
予
の
申
請
は
原
則
と
し
て
毎

年
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
全
額
免

除
及
び
若
年
者
納
付
猶
予
は
、
失

業
な
ど
の
理
由
を
除
き
翌
年
度
以

降
分
も
継
続
申
請
が
で
き
ま
す
。

　
前
年
度
に
継
続
申
請
を
し
て
い

る
人
を
除
き
、
保
険
料
免
除
又
は

若
年
者
納
付
猶
予
の
承
認
期
間
は

６
月
で
終
了
し
て
い
ま
す
。
引
き

続
き
免
除
な
ど
を
希
望
す
る
場
合

は
、
市
役
所
１
階
の
市
民
課
又
は

両
支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、市
民
課
年
金

係（
☎
内
線
２
７
３
）又
は
桐
生

年
金
事
務
所（
☎
44
２
３
１
２
）へ
。
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災害に備え
事前に準備を

　
な
お
、
真
夜
中
に
大
型
台
風
の

通
過
が
予
想
さ
れ
る
場
合
な
ど
は
、

昼
間
の
う
ち
に
発
令
す
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
安
全
安
心
課

防
災
係
（
☎
内
線
４
１
５
）
へ
。

　
近
年
、
全
国
各
地
で
大
雨
に
よ

る
災
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
の
季
節
は
天
候
が
急
変
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
突
然

の
大
雨
に
よ
る
河
川
の
増
水
や
土

砂
災
害
な
ど
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
気
象

情
報
に
注
意
す
る
ほ
か
、
自
宅
周

辺
の
山
や
川
の
異
変
な
ど
、
危
険

と
感
じ
た
場
合
に
は
、
お
近
く
の

公
民
館
な
ど
安
全
な
場
所
へ
早
め

の
避
難
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
市
で
は
、
気
象
情
報
な
ど
に
基

づ
き
、
土
砂
災
害
な
ど
の
お
そ
れ

が
迫
っ
た
場
合
に
で
き
る
だ
け
地

域
を
限
定
し
て
下
表
の
と
お
り
段

階
的
に
避
難
情
報
を
発
令
し
ま
す
。

　
避
難
情
報
の
連
絡
は
、
区
長
さ

ん
な
ど
へ
の
電
話
連
絡
や
、
ふ
れ

あ
い
メ
ー
ル
、
防
災
ラ
ジ
オ
な
ど

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
安
全

な
場
所
へ
の
避
難
を
お
願
い
し
ま

す
。

大雨による災害から身を守る
ために避難情報には御注意を

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
の
皆
さ
ん
へ

特
別
弔
慰
金
の
申
請
を

　
戦
没
者
な
ど
の
遺
族
に
対
し
、

特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
＝
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当

時
の
遺
族
で
、
平
成
27
年
４
月

１
日
（
基
準
日
）
に
お
い
て
公

務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な
ど
を

受
け
る
人
が
い
な
い
場
合
に
次

の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
遺
族

１
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
＝
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で

に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権

を
取
得
し
た
人

②
＝
戦
没
者
な
ど
の
子

③
＝
戦
没
者
の
死
亡
当
時
に
生
計

を
共
に
し
て
い
た
父
母
、
孫
、
祖

父
母
、
兄
弟
姉
妹
（
婚
姻
や
養
子

縁
組
に
よ
り
、
平
成
27
年
４
月
１

日
現
在
で
氏
が
変
わ
っ
て
い
る
人

を
除
き
ま
す
）

④
＝
③
以
外
の
父
母
、
孫
、
祖
父

母
、
兄
弟
姉
妹

⑤
＝
①
か
ら
④
ま
で
以
外
の
戦
没

者
な
ど
の
三
親
等
内
の
親
族
（
戦

没
者
死
亡
当
時
ま
で
引
き
続
き
１

年
以
上
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た

人
に
限
り
ま
す
）

支
給
内
容
＝
額
面
25
万
円
、
５
年

償
還
の
記
名
国
債

請
求
方
法
＝
７
月
７
日
（
火
）
か

ら
17
日
（
金
）
ま
で
（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）
の
午
前
９
時
か
ら
午

後
４
時
30
分
ま
で
（
午
前
11
時
30

分
か
ら
午
後
１
時
30
分
ま
で
を

除
く
）、
市
役
所
２
階
の
正
庁
１

で
受
け
付
け
ま
す
。
７
月
21
日

（
火
）
か
ら
は
、
市
役
所
１
階
の

福
祉
課
、
新
里
支
所
市
民
生
活
課
、

黒
保
根
支
所
市
民
生
活
課
で
受
け

付
け
ま
す
。

請
求
期
限
＝
平
成
30
年
４
月
２
日

　
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
課
社
会

福
祉
係
（
☎
内
線
２
８
５
）、
新

里
支
所
市
民
生
活
課
福
祉
係
（
☎

74
２
９
０
４
）、
黒
保
根
支
所
市

民
生
活
課
市
民
サ
ー
ビ
ス
係
（
☎

96
２
１
１
２
）
へ
。

　

国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）

は
、
国
民
健
康
保
険
の
運
営
を
支

え
る
貴
重
な
財
源
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き

の
医
療
費
や
出
産
育
児
一
時
金
、

葬
祭
費
な
ど
の
費
用
は
、
皆
さ
ん

に
納
め
て
い
た
だ
く
国
保
税
と
、

国
・
県
な
ど
か
ら
の
負
担
金
、
市

か
ら
の
繰
入
金
な
ど
で
賄
わ
れ
て

い
ま
す
。

●
国
保
税
の
税
率

　
平
成
27
年
度
国
保
税
の
税
率
と

課
税
限
度
額
は
下
の
表
の
と
お
り

で
す
。

　
今
年
度
か
ら
は
医
療
分
の
所
得

割
の
税
率
を
８
・９
パ
ー
セ
ン
ト

か
ら
８
・４
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き

下
げ
、
同
じ
く
医
療
分
の
均
等
割

を
１
２
０
０
円
減
額
し
ま
し
た
。

●
納
税
通
知
書
を
郵
送

　
今
年
度
の
国
保
税
の
納
税
通
知

書
は
、
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

納
期
限
ま
で
の
納
付
に
御
協
力
く

だ
さ
い
。

●
納
付
方
法
は
い
ろ
い
ろ

　
国
保
税
の
納
付
は
、
口
座
振
替

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
納
付
で

き
ま
す
の
で
、
都
合
の
よ
い
納
付

方
法
を
御
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ

れ
て
い
る
人
で
も
、
手
続
き
に
よ

り
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
医
療
保
険
課

保
険
税
係
（
☎
内
線
２
７
４
）
へ
。

国
民
健
康
保
険
税

納
税
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す

医療分 支援分 介護分
所得割 8.4％ 2.2％ 2.0％
均等割   26,400 円    7,600 円    9,000 円
平等割 21,000 円 7,200 円 6,200 円
限度額 520,000 円 170,000 円 160,000 円

●所得割 ＝ 加入者全員の前年の所得額をもとに算出
●均等割 ＝ 加入者１人当たりの額×加入者数
●平等割 ＝ １世帯当たりの額
○限度額 ＝ １世帯にかかる課税限度額（最高額）

平成 27 年度分

避難準備
情報

　避難の準備を開始してくだ
さい。避難に時間のかかる人
は、避難を開始してください。

避難勧告 　避難を開始してください。

避難指示

　避難中の人は速やかに避難
を完了してください。避難が
遅れた人は、自宅や近くにあ
る強固な建物にとどまり安全
を確保してください。

避難情報の段階
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